
NPO 法人 市民パトロールセンターはむら ☎・ＦＡＸ ５５５－８１０１  1 

～ NPO発足の経緯 ～ 

羽村市防犯、交通安全及び火災予防に関する

条例第８条の制定 

 ↓ 

交通安全及び火災予防推進会議推進会議設置 

 ↓ 

市民パトロールセンター、市民パトロールあ

おばずく隊が発足 

 ↓ 

平成２２年５月 小作駅東口にセンター設立 

 ↓ 

平成２３年５月 羽村駅西口にセンター設立 

 ↓ 

平成２３年９月東京都知事の認証を取得 

NPO法人市民パトロールセンターはむら誕生 

 
羽村市、福生警察署及び特定非営利活動法人市民パトロー

ルセンターはむらは、地域に根ざした「安全・安心のまち

づくり」を協働して推進するため、以下のとおり宣言する。 
 

記 
１．羽村市は、市民生活の安全向上に向けての取り組みを 

強化する。 
 

２．福生警察署は、市民による防犯活動の取り組みに協力 
する。 

 

３．パトロールセンターはむらは、市民による自主的な 
防犯活動の推進に努める。 

 

４．羽村市、福生警察署及びパトロールセンターはむらは、 
地域の安全向上の円滑かつ効果的な推進を図るため、 
相互の連携を強化する。 

                  平成２３年１０月２２日 
羽村市長 
福生警察署長 
NPO法人市民パトロールセンターはむ理事長 

 

 

 

                                         

 

安心・安全の街を！ 

 平成２３年１０月２２日羽村市産業福祉センターにて特

定非営利活動法人市民パトロールセンターはむら発足式が

行われました。並木市長をはじめ多くのご来賓の方々にご出

席いただきNPO法人としての第一歩を踏み出しました。 

 ～ 理事長の挨拶より ～ 

市民パトロールセンターでは、地域社会との連携、共助を

図る上でも、活動の継続性、組織の充実強化を目指し、本年度当初から特定非営利活動法人市民

パトロールセンターはむらの設立に努力してまいりました。その結果本年９月に東京都知事から

認定書を受けることができました。これも、一重に関係各位の温かいご支援の賜ものと、役員一

同感謝しております。今後は役員及びパトロール隊員一同認識を新たにし、安心・安全の街づく

りをモットーに、多様な活動内容などを研究しながら、防犯・防災活動などを進めてまいる所存

でございます。  

ここまでご支援、ご協力を賜りました羽村市、福生

警察署、福生消防署、そして町内会、自治会、羽村ラ

イオンズクラブなど各種団体の皆さまに厚く感謝申

し上げます。 

 今後とも、よろしくご指導ご協力の程お願い申し上

げ、挨拶とさせていただきます。  

 




